
議案第６号 

 

大口町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関

する条例の一部改正について 

 

大口町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 

 

  令和５年３月２日提出 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定

子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び子育て支援法が改正されたこと

に伴い、この条例の一部を改正するため必要があるからである。 
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大口町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関

する条例の一部を改正する条例 

 

大口町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例（平

成２６年大口町条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「法第１９条第１項第３号」を「法第１９条第３号」に改め、同

項第１号中「法第１９条第１項各号」を「法第１９条各号」に改め、同項第２号中

「法第１９条第１項第１号」を「法第１９条第１号」に改め、同項第３号中「法第

１９条第１項第２号」を「法第１９条第２号」に改める。 

第６条第２項中「法第１９条第１項第１号」を「法第１９条第１号」に改め、同

条第３項中「法第１９条第１項第２号又は第３号」を「法第１９条第２号又は第３

号」に改める。 

第７条第２項中「法第１９条第１項第２号又は第３号」を「法第１９条第２号又

は第３号」に改める。 

第８条中「法第１９条第１項各号」を「法第１９条各号」に改める。 

第１３条第４項第３号ア(ｱ)中「法第１９条第１項第１号」を「法第１９条第１号」

に改め、同号ア(ｲ)中「法第１９条第１項第２号」を「法第１９条第２号」に改め、

同号イ(ｱ)中「法第１９条第１項第１号」を「法第１９条第１号」に改め、同号イ(ｲ)

中「法第１９条第１項第２号」を「法第１９条第２号」に改める。 

第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改める。 

第２０条第４号中「法第１９条第１項第１号」を「法第１９条第１号」に改める。 

第２６条を次のように改める。 

第２６条 削除 

第３５条第１項中「法第１９条第１項第１号」を「法第１９条第１号」に改め、

同条第２項中「法第１９条第１項第１号」を「法第１９条第１号」に、「同項」を

「同条」に改め、同条第３項中「同項」を「同条」に改める。 

第３６条第１項中「法第１９条第１項第２号」を「法第１９条第２号」に改め、

同条第２項中「法第１９条第１項第２号」を「法第１９条第２号」に、「同項」を
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「同条」に、「法第１９条第１項第１号」を「法第１９条第１号」に改め、同条第

３項中「法第１９条第１項第１号」を「法第１９条第１号」に、「法第１９条第１

項第２号」を「法第１９条第２号」に、「同項」を「同条」に改める。 

第３７条第２項中「法第１９条第１項第３号」を「法第１９条第３号」に、「第

４２条」を「第４１条」に改める。 

第３９条第２項中「法第１９条第１項第３号」を「法第１９条第３号」に改める。 

第５１条第１項中「法第１９条第１項第１号」を「法第１９条第１号」に改め、

同条第２項中「法第１９条第１項第１号」を「法第１９条第１号」に、「法第１９

条第１項第２号」を「法第１９条第２号」改め、同条第３項中「第３９条第２項」

を「第３８条第２項」に、「法第１９条第１項第３号」を「法第１９条第３号」に、

「法第１９条第１項第１号」を「法第１９条第１号」に、「法第１９条第１項第１

号又は第３号」を「法第１９条第１号又は第３号」に、「法第１９条第１項第２号」

を「法第１９条第２号」に改める。 

第５２条第１項中「法第１９条第１項第２号」を「法第１９条第２号」に改め、

同条第２項中「法第１９条第１項第２号」を「法第１９条第２号」に、「法第１９

条第１項第１号」を「法第１９条第１号」に改め、同条第３項中「法第１９条第１

項第２号」を「法第１９条第２号」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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大口町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正新旧

対照表 

新 旧 

（利用定員） （利用定員） 

第４条 略 第４条 略 

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる

特定教育・保育施設の区分に応じ、当該各号

に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利

用定員を定めるものとする。ただし、法第１

９条第３号に掲げる小学校就学前子どもの区

分にあっては、満１歳に満たない小学校就学

前子ども及び満１歳以上の小学校就学前子ど

もに区分して定めるものとする。 

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる

特定教育・保育施設の区分に応じ、当該各号

に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利

用定員を定めるものとする。ただし、法第１

９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分にあっては、満１歳に満たない小学

校就学前子ども及び満１歳以上の小学校就学

前子どもに区分して定めるものとする。 

(1) 認定こども園 法第１９条各号に掲げる

小学校就学前子どもの区分 

(1) 認定こども園 法第１９条第１項各号に

掲げる小学校就学前子どもの区分 

(2) 幼稚園 法第１９条第１号に掲げる小学

校就学前子どもの区分 

(2) 幼稚園 法第１９条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分 

(3) 保育所 法第１９条第２号に掲げる小学

校就学前子どもの区分及び同項第３号に掲

げる小学校就学前子どもの区分 

(3) 保育所 法第１９条第１項第２号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分及び同項第３

号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第６条 略 第６条 略 

２ 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼

稚園に限る。以下この項において同じ。)

は、利用の申込みに係る法第１９条第１号に

掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している同号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保

育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員の総数を超える場合にお

いては、抽選、申込みを受けた順序により決

定する方法、当該特定教育・保育施設の設置

者の教育・保育に関する理念、基本方針等に

よる選考その他公正な方法により選考しなけ

ればならない。 

２ 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼

稚園に限る。以下この項において同じ。)

は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第

１号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特

定教育・保育施設を現に利用している同号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子どもの総数が、当該特定教

育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子

どもの区分に係る利用定員の総数を超える場

合においては、抽選、申込みを受けた順序に

より決定する方法、当該特定教育・保育施設

の設置者の教育・保育に関する理念、基本方

針等による選考その他公正な方法により選考

しなければならない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保 ３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保

- 4 -



新 旧 

育所に限る。以下この項において同じ。）

は、利用の申込みに係る法第１９条第２号又

は第３号に掲げる小学校就学前子ども及び当

該特定教育・保育施設を現に利用している同

項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの

総数が、当該特定教育・保育施設の同項第２

号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員の総数を超える場合にお

いては、法第２０条第４項の規定による認定

により、保育の必要の程度及び家族等の状況

を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認め

られる教育・保育給付認定子どもが優先的に

利用できるよう、選考するものとする。 

育所に限る。以下この項において同じ。）

は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第

２号又は第３号に掲げる小学校就学前子ども

及び当該特定教育・保育施設を現に利用して

いる同項第２号又は第３号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同

項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子

どもの区分に係る利用定員の総数を超える場

合においては、法第２０条第４項の規定によ

る認定により、保育の必要の程度及び家族等

の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高い

と認められる教育・保育給付認定子どもが優

先的に利用できるよう、選考するものとす

る。 

４・５ 略 ４・５ 略 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第７条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保

育所に限る。以下この項において同じ。）

は、法第１９条第２号又は第３号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の

利用について児童福祉法第２４条第３項（同

法附則第７３条第１項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の規定により市町

村が行う調整及び要請に対し、できる限り協

力しなければならない。 

第７条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保

育所に限る。以下この項において同じ。）

は、法第１９条第１項第２号又は第３号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに係る当該特定教育・保育

施設の利用について児童福祉法第２４条第３

項（同法附則第７３条第１項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の規定によ

り市町村が行う調整及び要請に対し、できる

限り協力しなければならない。 

（受給資格等の確認） （受給資格等の確認） 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保

育の提供を求められた場合は、必要に応じ

て、教育・保育給付認定保護者の提示する支

給認定証（教育・保育給付認定保護者が支給

認定証の交付を受けていない場合にあって

は、子ども・子育て支援法施行規則（平成２

６年内閣府令第４４号）第７条第２項の規定

による通知）によって、教育・保育給付認定

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保

育の提供を求められた場合は、必要に応じ

て、教育・保育給付認定保護者の提示する支

給認定証（教育・保育給付認定保護者が支給

認定証の交付を受けていない場合にあって

は、子ども・子育て支援法施行規則（平成２

６年内閣府令第４４号）第７条第２項の規定

による通知）によって、教育・保育給付認定
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新 旧 

の有無、教育・保育給付認定子どもの該当す

る法第１９条各号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分、教育・保育給付認定の有効期間、

保育必要量（法第２０条第３項に規定する保

育必要量をいう。）等を確かめるものとす

る。 

の有無、教育・保育給付認定子どもの該当す

る法第１９条第１項各号に掲げる小学校就学

前子どもの区分、教育・保育給付認定の有効

期間、保育必要量（法第２０条第３項に規定

する保育必要量をいう。）等を確かめるもの

とする。 

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領） 

第１３条 略 第１３条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 略 ４ 略 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 略 (3) 略 

ア 略 ア 略 

(ｱ) 法第１９条第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども ７７，１０１円 

(ｱ) 法第１９条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども ７７，１０１円 

(ｲ) 法第１９条第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども（特定満３歳以上保育認定

子どもを除く。イ(ｲ)において同

じ。） ５７，７００円（令第４条第

２項第６号に規定する特定教育・保育

給付認定保護者にあっては、７７，１

０１円） 

(ｲ) 法第１９条第１項第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども（特定満３歳以上保

育認定子どもを除く。イ(ｲ)において

同じ。） ５７，７００円（令第４条

第２項第６号に規定する特定教育・保

育給付認定保護者にあっては、７７，

１０１円） 

イ 略 イ 略 

(ｱ) 法第１９条第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども 負担額算定基準子ども又

は小学校第３学年修了前子ども（その

うち最年長者及び２番目の年長者であ

る者を除く。）である者 

(ｱ) 法第１９条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども 負担額算定基準子

ども又は小学校第３学年修了前子ども

（そのうち最年長者及び２番目の年長

者である者を除く。）である者 

(ｲ) 法第１９条第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども 負担額算定基準子ども

（そのうち最年長及び２番目の年長者

である者を除く。）である者 

(ｲ) 法第１９条第１項第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども 負担額算定基準子

ども（そのうち最年長及び２番目の年

長者である者を除く。）である者 
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新 旧 

ウ 略 ウ 略 

(4)・(5) 略 (4)・(5) 略 

５・６ 略 ５・６ 略 

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針） 

第１５条 略 第１５条 略 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）第２５条第１

項の規定による文部科学大臣が定める幼稚

園の教育課程その他の教育内容に関する事

項をいう。） 

(3) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）第２５条の規

定による文部科学大臣が定める幼稚園の教

育課程その他の教育内容に関する事項をい

う。） 

２ 略 ２ 略 

（運営規程） （運営規程） 

第２０条 略 第２０条 略 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

(4) 特定教育・保育の提供を行う日（法第１

９条第１号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員を定めている施設にあ

っては学期を含む。以下この号において同

じ。）及び時間並びに提供を行わない日 

(4) 特定教育・保育の提供を行う日（法第１

９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子

どもの区分に係る利用定員を定めている施

設にあっては学期を含む。以下この号にお

いて同じ。）及び時間並びに提供を行わな

い日 

(5)～(11) 略 (5)～(11) 略 

 （懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第２６条 削除 第２６条 特定教育・保育施設（幼保連携型認

定こども園及び保育所に限る。以下この条に

おいて同じ。）の長たる特定教育・保育施設

の管理者は、教育・保育給付認定子どもに対

し児童福祉法第４７条第３項の規定により懲

戒に関しその教育・保育給付認定子どもの福

祉のために必要な措置を採るときは、身体的

苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用

してはならない。 

（特別利用保育の基準） （特別利用保育の基準） 

第３５条 特定教育・保育施設（保育所に限

る。以下この条において同じ。）が法第１９

条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

第３５条 特定教育・保育施設（保育所に限

る。以下この条において同じ。）が法第１９

条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども
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新 旧 

する教育・保育給付認定子どもに対し特別利

用保育を提供する場合には、法第３４条第１

項第３号に規定する基準を遵守しなければな

らない。 

に該当する教育・保育給付認定子どもに対し

特別利用保育を提供する場合には、法第３４

条第１項第３号に規定する基準を遵守しなけ

ればならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により

特別利用保育を提供する場合には、当該特別

利用保育に係る法第１９条第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現

に利用している同条第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもの総数が、第４条第２項第３号の規定に

より定められた法第１９条第２号に掲げる小

学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超

えないものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により

特別利用保育を提供する場合には、当該特別

利用保育に係る法第１９条第１項第１号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している同項第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもの総数が、第４条第２項第３号の

規定により定められた法第１９条第１項第２

号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定

員の総数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定によ

り特別利用保育を提供する場合には、特定教

育・保育には特別利用保育を、施設型給付費

には特例施設型給付費（法第２８条第１項の

特例施設型給付費をいう。次条第３項におい

て同じ。）を、それぞれ含むものとして、前

節（第６条第３項及び第７条第２項を除

く。）の規定を適用する。この場合におい

て、第６条第２項中「特定教育・保育施設

（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この

項において同じ。）」とあるのは「特定教

育・保育施設（特別利用保育を提供している

施設に限る。以下この項において同じ。）」

と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども」とあるの

は「同号又は同条第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も」と、「同号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数」とあるのは

「同号又は同条第２号に掲げる小学校就学前

子どもの区分に係る利用定員の総数」と、第

１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定によ

り特別利用保育を提供する場合には、特定教

育・保育には特別利用保育を、施設型給付費

には特例施設型給付費（法第２８条第１項の

特例施設型給付費をいう。次条第３項におい

て同じ。）を、それぞれ含むものとして、前

節（第６条第３項及び第７条第２項を除

く。）の規定を適用する。この場合におい

て、第６条第２項中「特定教育・保育施設

（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この

項において同じ。）」とあるのは「特定教

育・保育施設（特別利用保育を提供している

施設に限る。以下この項において同じ。）」

と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども」とあるの

は「同号又は同項第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も」と、「同号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数」とあるのは

「同号又は同項第２号に掲げる小学校就学前

子どもの区分に係る利用定員の総数」と、第

１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に
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掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第

２号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と、同条第４項第３号イ(ｱ)

中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育

を受ける者を除く。）」と、同号イ(ｲ)中

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育

を受ける者を含む。）」とする。 

掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第

２号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と、同条第４項第３号イ(ｱ)

中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育

を受ける者を除く。）」と、同号イ(ｲ)中

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育

を受ける者を含む。）」とする。 

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準） 

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園に限

る。以下この条において同じ。）が法第１９

条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもに対し、特別

利用教育を提供する場合には、法第３４条第

１項第２号に規定する基準を遵守しなければ

ならない。 

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園に限

る。以下この条において同じ。）が法第１９

条第１項第２号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもに対

し、特別利用教育を提供する場合には、法第

３４条第１項第２号に規定する基準を遵守し

なければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により

特別利用教育を提供する場合には、当該特別

利用教育に係る法第１９条第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現

に利用している同条第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもの総数が、第４条第２項第２号の規定に

より定められた法第１９条第１号に掲げる小

学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超

えないものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により

特別利用教育を提供する場合には、当該特別

利用教育に係る法第１９条第１項第２号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している同項第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもの総数が、第４条第２項第２号の

規定により定められた法第１９条第１項第１

号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定

員の総数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定によ

り特別利用教育を提供する場合には、特定教

育・保育には特別利用教育を、施設型給付費

には特例施設型給付費を、それぞれ含むもの

として、前節（第６条第３項及び第７条第２

項を除く。）の規定を適用する。この場合に

おいて、第６条第２項中「利用の申込みに係

る法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子

ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定によ

り特別利用教育を提供する場合には、特定教

育・保育には特別利用教育を、施設型給付費

には特例施設型給付費を、それぞれ含むもの

として、前節（第６条第３項及び第７条第２

項を除く。）の規定を適用する。この場合に

おいて、第６条第２項中「利用の申込みに係

る法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就

学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係
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１９条第２号に掲げる小学校就学前子ども」

と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもの総数」と

あるのは「同条第１号又は第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもの総数」と、「同号に掲げる」を

「同条第１号に掲げる」と、第１３条第２項

中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」と

あるのは「法第２８条第２項第３号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の

額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教

育・保育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受

ける者を含む。）」と、同号イ（イ）中「教

育・保育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受

ける者を除く。）」とする。 

る法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就

学前子ども」と、「同号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もの総数」とあるのは「同項第１号又は第２

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの総数」と、「同号

に掲げる」を「同項第１号に掲げる」と、第

１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に

掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第

３号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と、同条第４項第３号イ

（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「教育・保育給付認定子ども（特別利

用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ

（イ）中「教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「教育・保育給付認定子ども（特別利

用教育を受ける者を除く。）」とする。 

（利用定員） （利用定員） 

第３７条 略 第３７条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

の種類及び当該特定地域型保育の種類に係る

特定地域型保育事業を行う事業所（以下「特

定地域型保育事業所」という。）ごとに、法

第１９条第３号に掲げる小学校就学前子ども

に係る利用定員（事業所内保育事業を行う事

業所にあっては、大口町地域型保育事業の設

備及び運営の基準に関する条例第４１条の規

定を踏まえ、その雇用する労働者の監護する

小学校就学前子どもを保育するため当該事業

所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業

主に係る当該小学校就学前子ども（当該事業

所内保育事業が、事業主団体に係るものにあ

っては事業主団体の構成員である事業主の雇

用する労働者の監護する小学校就学前子ども

とし、共済組合等（児童福祉法第６条の３第

１２項第１号ハに規定する共済組合等をい

う。）に係るものにあっては共済組合等の構

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

の種類及び当該特定地域型保育の種類に係る

特定地域型保育事業を行う事業所（以下「特

定地域型保育事業所」という。）ごとに、法

第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員（事業所内保育事業を

行う事業所にあっては、大口町地域型保育事

業の設備及び運営の基準に関する条例第４２

条の規定を踏まえ、その雇用する労働者の監

護する小学校就学前子どもを保育するため当

該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行

う事業主に係る当該小学校就学前子ども（当

該事業所内保育事業が、事業主団体に係るも

のにあっては事業主団体の構成員である事業

主の雇用する労働者の監護する小学校就学前

子どもとし、共済組合等（児童福祉法第６条

の３第１２項第１号ハに規定する共済組合等

をいう。）に係るものにあっては共済組合等
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成員（同号ハに規定する共済組合等の構成員

をいう。）の監護する小学校就学前子どもと

する。）及びその他の小学校就学前子どもご

とに定める法第１９条第３号に掲げる小学校

就学前子どもに係る利用定員とする。）を、

満１歳に満たない小学校就学前子どもと満１

歳以上の小学校就学前子どもに区分して定め

るものとする。 

の構成員（同号ハに規定する共済組合等の構

成員をいう。）の監護する小学校就学前子ど

もとする。）及びその他の小学校就学前子ど

もごとに定める法第１９条第１項第３号に掲

げる小学校就学前子どもに係る利用定員とす

る。）を、満１歳に満たない小学校就学前子

どもと満１歳以上の小学校就学前子どもに区

分して定めるものとする。 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第３９条 略 第３９条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに

係る法第１９条第３号に掲げる小学校就学前

子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用

している満３歳未満保育認定子ども（特定満

３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章

において同じ。）の総数が、当該特定地域型

保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分に係る利用定員の総数を超える場合

においては、法第２０条第４項の規定による

認定により、保育の必要の程度及び家族等の

状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと

認められる満３歳未満保育認定子どもが優先

的に利用できるよう、選考するものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに

係る法第１９条第１項第３号に掲げる小学校

就学前子ども及び特定地域型保育事業所を現

に利用している満３歳未満保育認定子ども

（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以

下この章において同じ。）の総数が、当該特

定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就

学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超

える場合においては、法第２０条第４項の規

定による認定により、保育の必要の程度及び

家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性

が高いと認められる満３歳未満保育認定子ど

もが優先的に利用できるよう、選考するもの

とする。 

３・４ 略 ３・４ 略 

  

  

（特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準） 

第５１条 特定地域型保育事業者が法第１９条

第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもに対し特別利用

地域型保育を提供する場合には、大口町地域

型保育事業の設備及び運営の基準に関する条

例に規定する設備及び運営の基準を遵守しな

ければならない。 

第５１条 特定地域型保育事業者が法第１９条

第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子どもに対し特

別利用地域型保育を提供する場合には、大口

町地域型保育事業の設備及び運営の基準に関

する条例に規定する設備及び運営の基準を遵

守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定によ ２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定によ
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り特別利用地域型保育を提供する場合には、

当該特別利用地域型保育に係る法第１９条第

１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども及び特定地域型保

育事業所を現に利用している満３歳未満保育

認定子ども（次条第１項の規定により特定利

用地域型保育を提供する場合にあっては、当

該特定利用地域型保育の対象となる法第１９

条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもを含む。）の

総数が、第３７条第２項の規定により定めら

れた利用定員の総数を超えないものとする。 

り特別利用地域型保育を提供する場合には、

当該特別利用地域型保育に係る法第１９条第

１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども及び特定地

域型保育事業所を現に利用している満３歳未

満保育認定子ども（次条第１項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合にあって

は、当該特定利用地域型保育の対象となる法

第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

を含む。）の総数が、第３７条第２項の規定

により定められた利用定員の総数を超えない

ものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定に

より特別利用地域型保育を提供する場合に

は、特定地域型保育には特別利用地域型保育

を、地域型保育給付費には特例地域型保育給

付費（法第３０条第１項の特例地域型保育給

付費をいう。次条第３項において同じ。）

を、それぞれ含むものとして、本章（第４０

条第２項を除き、前条において準用する第８

条から第１４条まで（第１０条及び第１３条

を除く。）、第１７条から第１９条まで及び

第２３条から第３３条までを含む。次条第３

項において同じ。）の規定を適用する。この

場合において、第３８条第２項中「利用の申

込みに係る法第１９条第３号に掲げる小学校

就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込

みに係る法第１９条第１号に掲げる小学校就

学前子どもの数」と、「満３歳未満保育認定

子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除

く。以下この章において同じ。）」とあるの

は「法第１９条第１号又は第３号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども（第５２条第１項の規定により特

定利用地域型保育を提供する場合にあって

は、当該特定利用地域型保育の対象となる法

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定に

より特別利用地域型保育を提供する場合に

は、特定地域型保育には特別利用地域型保育

を、地域型保育給付費には特例地域型保育給

付費（法第３０条第１項の特例地域型保育給

付費をいう。次条第３項において同じ。）

を、それぞれ含むものとして、本章（第４０

条第２項を除き、前条において準用する第８

条から第１４条まで（第１０条及び第１３条

を除く。）、第１７条から第１９条まで及び

第２３条から第３３条までを含む。次条第３

項において同じ。）の規定を適用する。この

場合において、第３９条第２項中「利用の申

込みに係る法第１９条第１項第３号に掲げる

小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用

の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲

げる小学校就学前子どもの数」と、「満３歳

未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認

定子どもを除く。以下この章において同

じ。）」とあるのは「法第１９条第１項第１

号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども（第５２

条第１項の規定により特定利用地域型保育を

提供する場合にあっては、当該特定利用地域
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第１９条第２号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもを含

む。）」と、「教育・保育給付認定に基づ

き、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘

案し、保育を受ける必要性が高いと認められ

る満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用

できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを

受けた順序により決定する方法、当該特定地

域型保育事業者の保育に関する理念、基本方

針等に基づく選考その他公正な方法により」

と、第４３条第１項中「教育・保育給付認定

保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保

護者（特別利用地域型保育の対象となる法第

１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同

条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げ

る額」とあるのは「法第３０条第２項第２号

の内閣総理大臣が定める基準により算定した

費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあ

るのは「前項」と、同条第４項中「前３項」

とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」と

あるのは「掲げる費用及び食事の提供（第１

３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除

く。）に要する費用」と、同条第５項中「前

各項」とあるのは「第２項から第４項まで」

とする。 

型保育の対象となる法第１９条第１項第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもを含む。）」と、

「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要

の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受

ける必要性が高いと認められる満３歳未満保

育認定子どもが優先的に利用できるよう、」

とあるのは「抽選、申込みを受けた順序によ

り決定する方法、当該特定地域型保育事業者

の保育に関する理念、基本方針等に基づく選

考その他公正な方法により」と、第４３条第

１項中「教育・保育給付認定保護者」とある

のは「教育・保育給付認定保護者（特別利用

地域型保育の対象となる法第１９条第１項第

１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育

給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項

中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」と

あるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の

額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは

「前項」と、同条第４項中「前３項」とある

のは「前２項」と、「掲げる費用」とあるの

は「掲げる費用及び食事の提供（第１３条第

４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）

に要する費用」と、同条第５項中「前各項」

とあるのは「第２項から第４項まで」とす

る。 

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準） 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもに対し特定利用

地域型保育を提供する場合には、大口町地域

型保育事業の設備及び運営の基準に関する条

例に規定する設備及び運営の基準を遵守しな

ければならない。 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条

第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子どもに対し特

定利用地域型保育を提供する場合には、大口

町地域型保育事業の設備及び運営の基準に関

する条例に規定する設備及び運営の基準を遵

守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定によ ２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定によ
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り特定利用地域型保育を提供する場合には、

当該特定利用地域型保育に係る法第１９条第

２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども及び特定地域型保

育事業所を現に利用している同項第３号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども（前条第１項の規定により

特別利用地域型保育を提供する場合にあって

は、当該特別利用地域型保育の対象となる法

第１９条第１号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもを含

む。）の総数が、第３７条第２項の規定によ

り定められた利用定員の総数を超えないもの

とする。 

り特定利用地域型保育を提供する場合には、

当該特定利用地域型保育に係る法第１９条第

１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども及び特定地

域型保育事業所を現に利用している同項第３

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども（前条第１項の規定

により特別利用地域型保育を提供する場合に

あっては、当該特別利用地域型保育の対象と

なる法第１９条第１項第１号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもを含む。）の総数が、第３７条第２項

の規定により定められた利用定員の総数を超

えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定に

より特定利用地域型保育を提供する場合に

は、特定利用地域型保育を、地域型保育給付

費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含

むものとして、本章の規定を適用する。この

場合において、第４３条第１項中「教育・保

育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育

給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象

となる法第１９条第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も（特定満３歳以上保育認定子どもに限

る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限

る。）」と、同条第２項中「法第２９条第３

項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０

条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額」と、同条第４項中

「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び

食事の提供（特定利用地域型保育の対象とな

る特定満３歳以上保育認定子どもに対するも

の及び満３歳以上保育認定子ども（令第４条

第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定

子どもをいう。）に係る第１３条第４項第３

号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定に

より特定利用地域型保育を提供する場合に

は、特定利用地域型保育を、地域型保育給付

費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含

むものとして、本章の規定を適用する。この

場合において、第４３条第１項中「教育・保

育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育

給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象

となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに

限る。）に係る教育・保育給付認定保護者に

限る。）」と、同条第２項中「法第２９条第

３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３

０条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基

準により算定した費用の額」と、同条第４項

中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及

び食事の提供（特定利用地域型保育の対象と

なる特定満３歳以上保育認定子どもに対する

もの及び満３歳以上保育認定子ども（令第４

条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認

定子どもをいう。）に係る第１３条第４項第

３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要す
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費用」とする。 る費用」とする。 
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の趣旨 

  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準及び子育て支援法の一部改正により、懲戒権に関する規

定の削除並びに引用する条項の改正に伴い、関係規定を改正するものです。 

   

２ 改正の概要 

 (1) 懲戒権に関する規定の削除 

   民法において、子の監護及び教育における子の人格を尊重する義務が定めら

れるとともに、親権者の懲戒権（不当・不法な行為をこらしめるために制裁を

加えること）が削除されたことに併せ、保育所においても、家庭と同様の扱い

をすることとなり、子の人権の尊重や児童虐待防止を図ることとなったもので

す。 

 (2) 引用する条項の改正 

   子ども家庭庁の設置により、子ども・子育て支援法（以下「法」という。）

中、内閣総理大臣と厚生労働大臣の協議について定める法第１９条第２項の規

定が削除され、第１９条が１項のみの条となったことに伴い、引用する条項を

改正するものです。 

 

３ 施行期日 

 令和５年４月１日から施行します。 
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